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命
ぜ
ら
れ
た
。
後
宥
免
せ
ら
れ
、
同
十
一
年
十
二
周
一
・
り
、
二
年
十
二
局
悦
磯
千
石
中
の
入
百
石
を
襲
ぎ
、

十
日
五
十
一
践
を
以
て
残
し
た
。
一
元
機
十
年
六
周
近
筒
替
、
十
六
年
四
用
組
外
番
顕
、

ア
ヲ
ジ
タ
ダ
ヨ
シ
膏
地
忠
霊
字
は
湖
部
。
週
一
貨
永
二
年
歩
顕
、
四
年
六
周
馬
勉
組
頭
、
事
保
九
年

稿
者
次
郎
・
山
十
郎
・
繕
佐
。
組
幹
の
子
で
、
亭
保
十
一
八
用
品
探
鉱
則
掲
奉
行
、
十
二
年
十
一
周
定
番
頭
と
な

七
年
十
周
十
七
日
生
ま
れ
た
。
延
亭
元
年
矢
の
胡
筑
後
、
一
・
り
、
十
三
年
十
二
局
廿
五
日
享
年
五
十
七
を
以
て
夜

向
幼
な
る
を
以
て
前
総
三
の
一
を
賜
ひ
、
組
外
に
班
一
し
た
。
興
資
事
を
好
ん
で
室
鳩
巣
に
従
遊
し
、
門
下

し
、
四
年
五
周
四
百
.bに
復
し
た
。
寛
延
三
年
入
用
一
七
才
の
一
に
算
へ
ら
れ
た
。
そ
の
著
す
所
の
衆
山
麗

大
小
勝
組
に
縛
じ
、
質
隠
十
一
年
六
周
御
納
戸
奉
行
一
律
秘
策
は
、
主
と
し
て
鳩
巣
と
贈
答
し
た
醤
簡
を
集

と
な
り
、
十
一
一
一
年
之
を
兎
ぜ
ら
れ
、
明
和
六
年
組
外
て
の
た
も
の
で
、
揚
組
幹
の
凌
時
制
秘
策
・
可
瓶
小
説
と

に
、
安
永
六
年
十
二
用
Mm
勉
に
班
し
、
亭
和
二
年
十
一
共
に
、
常
時
務
政
の
事
情
を
知
る
べ
き
好
資
料
で
あ

月
致
仕
、
文
化
三
年
一
一
一
周
十
四
日
七
十
五
践
を
以
て
て
や
。

残

し

た

。

一

ア

ヲ

ジ

ノ

リ

モ

ト

菅

地

組

幹

初

簡

は

府

徳

、

ア
ヲ
ジ
チ
カ
ヒ
ザ
膏
地
親
久
活
務
版
三
郎
・
一
逝
瀧
山
十
郎
・
源
次
郎
・
隠
太
夫
。
字
は
貞
叔
。
鹿
禅

要
人
。
北
郭
と
脱
し
た
。
貨
は
伊
藤
惟
純
の
次
子
で
、
一
又
は
波
新
と
群
し
、
民
間
肌
を
仁
智
槌
・
波
新
知
と
い

天
明
四
年
正
周
五
日
生
ま
れ
、
青
地
愛
親
に
養
は
れ
一
う
た
。
父
采
女
定
政
は
、
趨
幹
の
生
ま
れ
た
延
資
ニ

た
。
文
化
元
年
四
周
悦
機
入
百
石
を
裂
い
で
、
馬
組
一
年
に
残
し
、
点
字
二
年
世
総
千
石
を
分
か
ち
、
入
百

組
に
斑
し
、
入
用
大
小
勝
、
組
と
な
り
、
文
化
二
年
江
一
石
を
長
子
持
賢
に
、
二
百
石
を
次
子
種
幹
に
奥
へ

戸
に
赴
き
、
入
用
三
日
夜
し
た
。
享
年
二
十
二
。
一
ら
れ
た
。
砲
幹
六
年
五
周
大
小
狩
組
、
元
旅
十
年

ア
ヲ
ジ
ト
号
サ
ダ
膏
地
等
定
通
務
四
郎
左
衛
一
表
小
将
と
な
り
、
貸
永
五
年
吉
徳
夫
人
松
嫡
の
新
殿

門
。
諒
は
定
好
・
定
延
・
等
定
。
貨
は
佐
々
木
中
務
大
一
造
築
の
事
に
常
り
、
七
年
京
都
に
て
こ
保
吉
忠
夫
人

崎
放
浅
の
子
で
、
鎖
国
努
般
に
仕
へ
て
民
た
。
元
和
一
策
君
の
民
邸
箆
締
に
従
っ
た
。
事
保
元
年
七
用
使
番

四
年
背
地
光
綱
之
を
女
姉
と
し
て
前
回
利
常
に
仕
へ
一
に
昇
。
、
役
料
二
百
五
十
石
を
受
け
、
二
年
十
周
歩

し
め
、
光
高
の
近
侍
と
し
た
。
寛
永
十
年
強
借
入
の
・
地
一
一
闘
を
衆
ね
、
五
年
九
足
先
手
足
磁
顕
に
怒
り
、
九
年

総
千
石
を
受
け
、
明
時
三
年
服
組
頭
に
鑑
み
、
寛
文
一
八
周
一
持
び
歩
顕
に
任
じ
、
十
二
年
十
二
周
二
百
石
を

五
年
入
居
残
し
た
。
等
定
辿
歌
を
能
く
し
、
寛
永
廿
一
加
増
せ
ら
れ
て
新
番
顕
と
な
り
、
元
文
五
年
正
用
小

年
前
凶
光
高
が
『
聞
く
よ
b
梅
は
千
里
の
匂
か
な
』
一
将
組
顕
に
陸
。
、
役
科
二
百
石
を
受
け
、
延
亭
元
年

の
夢
想
の
句
を
喪
い
だ
百
韻
の
辿
歌
中
定
延
と
記
さ
一
四
周
サ
五
日
病
残
し
た
。
享
年
七
十
。
穂
幹
は
亦
大

れ

た

も

の

は

是

で

あ

る

。

↑

槻

綱

・

苅

の

非

行

を

捕

獲

す

る

に

腐

心

し

た

一

人

で

あ

ア
ヲ
ジ
ナ
日
カ
タ
青
地
質
髭
初
部
定
迎
。
宇
一
る
。
究
保
二
年
十
周
十
七
日
程
幹
替
を
老
民
本
多
政

は
伯
孜
、
粂
山
と
脱
し
、
泊
稽
は
太
郎
助
・
蔚
四
郎
・
一
昌
に
致
し
、
そ
の
織
力
に
よ
っ
て
務
廷
の
廓
請
を
得

蔵
人
。
寛
文
十
二
年
二
周
二
日
金
滞
に
生
ま
れ
、
延
一
ん
こ
と
を
抑
制
ひ
、
三
年
十
二
周
櫨
幹
は
又
側
用
人
背

費
三
年
尖
采
女
定
政
の
夜
し
た
時
幼
な
る
を
以
て
一
木
新
兵
衛
に
密
を
諮
っ
て
同
一
の
趣
意
を
述
べ
た

世
線
三
の
一
を
受
け
た
。
貞
享
元
年
奥
小
将
と
な
一
が
、
密
米
斡
愈
の
詩
を
引
い
て
、
欲
Y

鑓
=
嬰
明
-
除
由
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背
符
=
褒
朽
-
惜
=
残
年
-
と
言
っ
た
が
、
延
享
一
年
七
用
失
辞
宜
の
糠
入
百
石
を
制
捜
ぎ
、
馬
組
組
に
班

元
年
四
用
、
朝
・
克
の
失
脚
に
先
だ
っ
て
寂
し
た
。
組
一
し
た
。
十
三
年
五
周
大
小
将
組
、
天
明
二
年
二
月
大

幹
の
著
す
厨
に
可
観
小
説
・
波
新
秘
策
・
波
新
mm
手
一
小
勝
番
頭
、
六
年
入
居
十
五
日
組
外
番
頭
、
寛
政
三

担
・
三
益
胤
刺
殺
記
・
審
議
公
年
表
・
大
坂
陣
問
書
等
が
一
年
九
居
先
弓
瓶
、
五
年
六
周
町
奉
行
、
八
年
三
月
小

あ

る

。

一

勝

頭

、

十

一

年

七

且

馬

廻

組

顕

に

隠

任

し

、

文

化

元

ア
ヲ
ジ
マ
青
島
鹿
島
郡
外
ハ
部
落
各
)
の
枠
合
一
年
四
用
廿
一
日
享
年
六
十
を
以
て
疲
し
た
0.

な
る
七
尾
北
穆
中
に
在
る
島
、
周
闘
二

O
O米
態
。
一
ア
ヲ
ジ
ヨ
リ
ノ
プ
膏
地
頗
信
週
務
信
左
衛
門
。

ア
ヲ
ジ
マ
青
島
鳳
至
郡
新
附
の
西
方
海
上
に
一
謹
滞
と
鋭
し
た
0
.
伴
源
太
兵
衛
方
延
の
次
子
で
、
背

在

る

島

。

一

地

親

久

の

後

を

襲

ぎ

、

棟

八

百

石

を

受

け

た

。

初

め

ア
ヲ
ジ
ミ
ツ
ツ
ナ
膏
地
光
綱
一
名
元
診
。
幼
一
回
腕
役
と
鎚
り
、
大
小
持
帯
顕
に
斡
じ
、
椋
い
で
岡

名
千
代
欝
丸
、
後
内
匠
助
・
四
郎
左
衛
門
。
突
は
近
一
番
と
な
っ
た
が
、
そ
の
交
際
の
錫
に
質
す
腕
甚
だ
多

江
の
人
稲
生
茂
網
。
光
綱
初
め
背
地
網
璽
に
益
は
れ
、
一
〈
、
謹
に
何
歳
政
六
百
.
右
を
滞
に
納
め
て
、
被
償
を

織
出
信
長
・
信
孝
に
仕
へ
、
次
い
で
稲
生
氏
郷
に
客
一
償
ふ
に
至
っ
た
o
後
先
筒
顕
と
な
り
、
歩
闘
に
移
。
、

寓
し
て
一
高
石
を
受
け
た
が
、
氏
郷
の
卒
し
、
嗣
子
一
叉
之
を
坦
せ
ら
れ
た
。
天
保
十
年
入
居
十
四
日
夜
、

秀
行
の
封
を
滅
ぜ
ら
る
L
や
、
慶
長
四
年
曾
捧
を
去
一
享
年
四
十
七
。

っ
て
前
田
利
長
に
仕
へ
、
徳
二
千
俵
を
受
け
、
利
常
一
ア
ヲ
ス
ダ
レ
脅
す
だ
れ
一
一
加
。
金
禅
の
俳
人

の
時
大
坂
南
役
に
従
う
た
。
寛
永
十
年
九
用
夜
。
一
一
松
舎
眠
務
総
。
金
搾
有
文
堂
板
。
文
久
三
年
刊
行
。

ア
ヲ
ジ
モ
ト
ア
キ
ラ
菅
地
基
明
週
癖
宇
三
郎
・
一
限
鷲
の
偲
は
明
ら
か
で
な
い
。

主
馬
。
基
時
の
第
三
子
で
、
そ
の
後
を
承
け
、
文
政
一
ア
ヲ
ダ
=
膏
谷
羽
咋
郡
徳
聞
の
う
ち
の
小

四
年
十
二
用
線
四
百
石
を
受
け
、
馬
廻
に
瑳
し
た
。
一
字
。

十
一
年
十
周
大
小
締
に
締
じ
、
嘉
永
二
年
九
周
囲
日
一
ア
ヲ
ダ
Z

菅
谷
鳳
軍
部
渡
合
の
北
方
議
谷

四
十
四
歳
を
以
て
夜
し
た
0

・
一
で
、
そ
の
制
水
は
猿
谷
の
そ
れ
と
合
し
て
河
原
則
川

ア
ヲ
ジ
モ
ト
ト
キ
菅
地
基
時
逝
撰
小
四
郎
・
一
の
一
支
流
と
な
る
。

主
馬
。
貨
は
佐
藤
政
順
の
三
子
で
、
背
地
忠
愛
に
養
一
ア
ヲ
ダ
=
ジ
ヨ
ウ
膏
谷
披
石
川
郡
鰐
原
に
在

は
れ
た
。
文
化
三
年
七
用
家
機
四
百
石
を
襲
ぎ
、
馬
一
っ
た
。
叉
隠
巣
の
径
と
も
い
ふ
。

廻
組
に
斑
し
、
九
年
三
周
曾
所
奉
行
と
な
り
、
十
一
一
ア
ヲ
ツ
キ
シ
ョ
ウ
若
月
産
今
珠
洲
郡
正
院
商

年
正
周
病
を
以
て
之
を
僻
し
、
文
政
四
年
入
居
廿
五
一
光
寺
に
騰
す
る
親
総
理
人
槍
俸
の
袈
番
に
、
藩
如
上

日
四
十
九
践
を
以
て
夜
し
た
。
一
人
の
鎮
で
、
『
大
谷
本
願
寺
親
鰐
器
入
之
縁
起
、
加
州

ア
ヲ
ジ
モ
ト
ヨ
シ
膏
地
元
珍

4
ア
ヲ
ジ
ミ
ッ
一
加
卜
郡
費
用
庄
木
越
光
徳
寺
常
住
物
也
』
と
あ
る
。

ツ

ナ

青

地

光

網

。

一

芳

用

庄

は

食

用

庄

の

棋

で

、

加

ト

却

は

河

北

部

で

あ

ア
ヲ
ジ
ヨ
シ
チ
カ
脅
地
袋
親
初
部
愛
破
。
宇
一
る
。

は
東
翠
。
活
相
構
図
郎
太
郎
・
源
左
衛
門
・
求
馬
・
七
左
一
ア
ヲ
ハ
ッ
カ
音
二
+
日
能
管
で
は
陰
勝
五
周

衛
門
。
涯
享
二
年
十
二
周
五
日
生
ま
れ
、
賀
商
十
一
一
一
二
十
日
を
背
二
十
日
と
い
ひ
、
蔚
苗
の
漸
〈
成
長
す


